
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

目

次

担

当

課

（

室

）

【

告

示

】

○

岡

山

県

木

材

産

業

等

高

度

化

推

進

資

金

制

度

運

林

政

課

営

要

綱

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

平

成

二

十

九

年

度

自

衛

官

第

二

次

募

集

（

自

衛

危

機

管

理

課

官

候

補

生

）

【

公

告

】

○

平

成

二

十

八

年

度

公

文

書

の

開

示

の

実

施

状

況

総

務

学

事

課

○

平

成

二

十

八

年

度

個

人

情

報

保

護

制

度

の

運

用

〃

状

況

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

○

土

地

改

良

区

清

算

人

の

就

職

届

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○

〃

〃

○

都

市

計

画

の

案

の

作

成

に

関

す

る

公

聴

会

の

開

都

市

計

画

課

催

の

中

止

【

議

会

】

○

平

成

二

十

八

年

度

公

文

書

の

開

示

の

実

施

状

況

総

務

課

○

平

成

二

十

八

年

度

個

人

情

報

保

護

制

度

の

運

用

〃

状

況 岡

山

県

公

報

平成２９年５月３０日 第１１８９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
一
号

岡
山
県
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
制
度
運
営
要
綱
（
昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
二
条
第
二
項
中
「
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四
号
（
林
野
庁
長
官
の
定
め
る
大
規
模
事
業
体
又
は

中
規
模
事
業
体
へ
の
貸
付
け
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
、
「
、

第
四
号
（
林
野
庁
長
官
の
定
め
る
中
規
模
事
業
体
へ
の
貸
付
け
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
号
」

を
「
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
「
及
び
第
六
号
（
林
野
庁
長
官
の
定
め
る
垂
直
・
水
平
連
携
者
へ
の
貸

付
け
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
、
第
四
号
（
林
野
庁
長
官
の
定
め
る
大
規
模
事
業
体
へ
の

貸
付
け
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
号
」
を
「
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
「
及
び
第
六
号
（
林
野
庁

長
官
の
定
め
る
垂
直
・
水
平
連
携
者
へ
の
貸
付
け
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
四
条
中
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
号
」
に
、
「
又
は
前
条
」
を
「
又
は
同
条
」
に
、

「
第
七
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
第
五
号
を
第
二
号
と
し
、

第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
三
号
と
す
る
。

別
表
中
２

素
材
生
産
合
理
化
資
金
の
項
か
ら
４

間
伐
等
促
進
資
金
の
項
ま
で
を
削
り
、
５

構

造
改
善
合
理
化
資
金
の
項
を
２

構
造
改
善
合
理
化
資
金
の
項
と
し
、
６

経
営
高
度
化
促
進
資
金
の

項
を
削
り
、
７

林
業
経
営
高
度
化
推
進
資
金
の
項
を
３

林
業
経
営
高
度
化
推
進
資
金
の
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
木
材
産
業
等
高
度
化

推
進
資
金
制
度
運
営
要
綱
の
規
定
は
、
同
日
以
後
の
新
た
な
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
二
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
平
成
二
十
九
年
度
募
集
の
要
領
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
に
限
る
。
）

二

応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で
、
か
つ
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に

該
当
し
な
い
も
の
。

三

受
付
期
間

１

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

２

平
成
二
十
九
年
度
の
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
又
は
中
等
教
育
学
校
卒
業
予
定
者
の
受
付
に
つ
い

て
は
、
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
両
省
か
ら
示
さ
れ
た
期
日
以
降
と
す
る
。

四

採
用
試
験
種
目

１

筆
記
試
験

２

口
述
試
験

３

適
性
検
査

４

身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
及
び
提
出
先

市
役
所
、
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
、
同
本
部
出
張
所
、
同
本
部
地
域
事
務
所

若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所

六

採
用
試
験
期
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で
の
う
ち
一
日

七

試
験
場

１

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

２

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

八

採
用
予
定
月

１

平
成
二
十
九
年
八
月
上
旬
か
ら
同
年
九
月
下
旬
ま
で
の
間
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２

平
成
三
十
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

九

採
用
予
定
者
数

１

平
成
二
十
九
年
八
月
上
旬
か
ら
同
年
九
月
下
旬
ま
で
の
間

陸
上
要
員
（
八
月
入
隊
予
定
者
）

若
干
名
（
参
考

平
成
二
十
七
年
度
採
用
者
数
二
名
）

海
上
要
員
（
九
月
入
隊
予
定
者
）

若
干
名
（
参
考

平
成
二
十
八
年
度
採
用
者
数
五
名
）

航
空
要
員
（
八
月
入
隊
予
定
者
）

若
干
名
（
参
考

平
成
二
十
八
年
度
採
用
者
数
二
名
）

２

平
成
三
十
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

陸
上
要
員

六
十
名
程
度
（
参
考

平
成
二
十
八
年
度
採
用
者
数
五
十
九
名
）

海
上
要
員

十
五
名
程
度
（
参
考

平
成
二
十
八
年
度
採
用
者
数
十
三
名
）

航
空
要
員

二
十
名
程
度
（
参
考

平
成
二
十
八
年
度
採
用
者
数
十
九
名
）

十

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
次
に
掲
げ
る
自
衛
隊
岡
山
地
方
協

力
本
部
、
同
本
部
出
張
所
、
同
本
部
地
域
事
務
所
若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六－
二
二
六－

〇
三
六
一

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八－

二
二－
五
六
三
七

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六－

四
二
二－
七
三
五
八

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六－

二
二－

二
三
一
四

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六－

二
二
四－

二
八
二
四

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
/
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〔
一
七
三
〕
岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
（
平
成
八
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
各
実
施
機
関
に
お

け
る
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

公
文
書
開
示
請
求
件
数

１

請
求
件
数

一
、
三
八
二
件

２

処
理
状
況

開
示

八
五
二
件

一
部
開
示

四
三
三
件

非
開
示

七
件

公
文
書
不
存
在

六
六
件

取
下
げ

二
四
件

３

実
施
機
関
別
内
訳

知
事

一
、
〇
七
九
件

教
育
委
員
会

四
〇
件

選
挙
管
理
委
員
会

一
八
件

警
察
本
部
長

六
六
件

公
営
企
業
管
理
者

一
七
一
件

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学

六
件

地
方
独
立
行
政
法
人
岡
山
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー

一
件

岡
山
県
土
地
開
発
公
社

一
件

二

不
服
申
立
て
件
数

四
件
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〔
一
七
四
〕
岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
各
実
施
機
関
に

お
け
る
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
件
数

一
、
六
二
二
件

二

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
件
数

１

請
求
件
数

一
二
三
件

２

処
理
状
況

開
示

二
六
件

一
部
開
示

八
八
件

非
開
示

一
件

公
文
書
不
存
在

七
件

対
象
外

一
件

３

実
施
機
関
別
内
訳

知
事

二
一
件

教
育
委
員
会

一
一
件

人
事
委
員
会

三
件

警
察
本
部
長

八
三
件

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学

五
件

三

保
有
個
人
情
報
訂
正
等
請
求
件
数

〇
件

四

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
等
請
求
件
数

〇
件

五

簡
易
な
開
示
請
求
に
よ
る
開
示
件
数

１

開
示
件
数

三
二
、
五
二
二
件

２

実
施
機
関
別
内
訳

知
事

四
八
件

教
育
委
員
会

三
、
四
五
二
件

人
事
委
員
会

二
四
二
件

警
察
本
部
長

二
八
、
七
七
〇
件

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学

一
〇
件

六

不
服
申
立
て
件
数

六
件
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〔
一
七
五
〕
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

釜

田

池

た

め

池

二
七
・

三
・
三
一

昭

和

池

第

二

用

排

水

施

設

二
八
・

三
・
三
一

三

谷

池

た

め

池

二
九
・

三
・
三
一

権

兵

衛

池

〃

二
九
・

三
・
三
一
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〔
一
七
六
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良
区
清
算
人
の
就
職
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

長
船
土
地
改
良
区

二

就
職
清
算
人

就
職
清
算
人
氏
名

住

所

藤
原

和
正

瀬
戸
内
市
長
船
町
牛
文
二
七
九

堤

幸
彦

〃

〃

磯
上
三
七
七

浦
上

一

〃

〃

〃

一
〇
六
三

雪
吉

誠

〃

〃

福
里
三
〇
〇

高
原

峯
夫

〃

〃

磯
上
一
七
六
五－

二

大
内

貞
義

〃

〃

牛
文
六
五
六

小
野
田
健
二

〃

〃

飯
井
二
三
二
三

山
本

善
雅

〃

〃

土
師
八
〇
九

日
下

光
男

〃

〃

磯
上
一
六
一
五

久
山

晃

〃

〃

牛
文
七
六
七

近
藤

吉
徳

〃

〃

磯
上
二
四
三
四

太
田

正
明

〃

〃

牛
文
一
五
九
〇－

二

入
江

章
雅

〃

〃

〃

四
九
三
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〔
一
七
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
玉
野
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

玉
野
市
東
田
井
地
地

公
共
測
量
（
地
図
作
成
業
務
）

平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日

区
、
築
港
地
区

平成２９年５月３０日　岡山県公報　第１１８９２号



〔
一
七
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
総
社
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

総
社
市
三
輪
地
内
及

公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
）

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

び
真
壁
地
内
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〔
一
七
九
〕
平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日
付
け
で
公
告
し
た
次
の
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
関
す
る
公

聴
会
に
つ
い
て
は
、
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
た
め
、
開
催
を
中
止
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

中
止
す
る
公
聴
会

公
聴
会
に
係
る
都
市
計
画
の
案

公

聴

会

の

開

催

期

日

公
聴
会
の
開
催
場
所

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
午
前

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
三

域
区
分
の
変
更

十
時
三
十
分
か
ら

六
〇
番
地
一

早
島
町
役
場
二
階
第
一

会
議
室

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
午
後

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
二

域
区
分
の
変
更

二
時
三
十
分
か
ら

七
番
一
号

玉
野
市
役
所
三
階
大
会

議
室

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区

平
成
二
十
九
年
六
月
二
日
午
前

倉
敷
市
白
楽
町
四
二
四

域
区
分
及
び
臨
港
地
区
の
変
更

十
時
三
十
分
か
ら

番
地

倉
敷
雨
水
貯
留
セ
ン
タ

ー
四
階
会
議
室

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区

平
成
二
十
九
年
六
月
二
日
午
後

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院

域
区
分
の
変
更

二
時
三
十
分
か
ら

中
三
〇
五
〇
番
地

浅
口
市
役
所
三
階
第
一

会
議
室

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日
午
前

岡
山
市
北
区
内
山
下
二

域
区
分
の
変
更

十
時
三
十
分
か
ら

丁
目
四
番
六
号
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岡
山
県
庁
九
階
大
会
議

室

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日
午
後

赤
磐
市
下
市
三
四
四
番

域
区
分
の
変
更

二
時
三
十
分
か
ら

地赤
磐
市
役
所
二
階
第
一

会
議
室

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
午
後

総
社
市
中
央
一
丁
目
一

域
区
分
の
変
更

二
時
三
十
分
か
ら

番
一
号

総
社
市
役
所
西
庁
舎
三

階
三
〇
一
会
議
室
（
西
）
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◎
岡
山
県
議
会
公
告

岡
山
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
八
十
四
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
岡
山
県
議
会
に
お
け

る
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県
議
会
議
長

伊

藤

文

夫

一

公
文
書
開
示
請
求
件
数
及
び
処
理
状
況

１

請
求
件
数

二
〇
件

２

処
理
状
況

開
示

七
件

一
部
開
示

一
三
件

二

審
査
請
求
件
数
及
び
処
理
状
況

１

審
査
請
求
件
数

〇
件

２

処
理
状
況

な
し
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◎
岡
山
県
議
会
公
告

岡
山
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
九
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
岡
山
県
議
会
に

お
け
る
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

岡
山
県
議
会
議
長

伊

藤

文

夫

一

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
件
数
及
び
処
理
状
況

１

請
求
件
数

〇
件

２

処
理
状
況

な
し

二

保
有
個
人
情
報
訂
正
等
請
求
件
数

〇
件

三

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
等
請
求
件
数

〇
件

四

簡
易
な
開
示
請
求
に
よ
る
開
示
件
数

該
当
な
し

五

審
査
請
求
件
数
及
び
処
理
状
況

１

審
査
請
求
件
数

〇
件

２

処
理
状
況

な
し

平成２９年５月３０日　岡山県公報　第１１８９２号




